
資料１－１

 ③あっせん（調停）の申請
【県民生活センター経由】

⑥公表

○訴訟費用の貸付

・貸付額の範囲（１件につき５０万円以内）

・返還期限（訴訟が終了した日の翌日から起算して６ヶ月以内）

２

訴訟提起 　　

④あっせん（調停）
　の付託依頼

②意見を聞く

⑤経過及び結果報告

②あっせん不調

①消費者訴訟費用貸付の申込み

④訴訟費用貸付の決定 ③意見の提出

○紛争処理委員会への付託

県民生活
センター

知事

紛 争 処 理 委 員 会
（１５名以内）

あっせん委員（３人）又は
調停委員（３人又は５人）
【法律専門家１名以上】

消費者 知事

消費者

 ①苦情・相談

裁判所


